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新型コロナウイルス感染症に係る対応等について 

 

平素は本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に係る京都府のまん延防止等重点措置期間が令和４年３月

21日（月）まで延長されることとなりました。 

つきましては、３月６日（日）までの期限で実施している本校での対応を、京都府教育委員会

からの通知等を踏まえて、３月７日（月）から３月 21 日（月）までの期間、継続して実施する

こととします。 

引き続き、お子様には、不要不急の外出をしないように御指導いただくとともに、お子様本人

や同居の御家族に風邪症状がある場合は、軽度の症状であっても、登校せずに自宅で健康観察を

させてください。休日や休業日においても同様の対応をお願いします。 

また、御家庭におかれましても、感染拡大防止に向けて、一層の御理解と御協力をお願いしま

す。 

なお、今後の感染状況により対応を変更する場合は、別途お知らせします。 

 


